
平成 18 年 7 月

利害関係者等からの贈答品対応マニュアル 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
↑ 

職員 

               
所属 

 ↓  

 
 
 
 
 
 

受取りを拒否し、返送用文書を送付 

・利害関係者からの贈答品 

・利害関係者以外の事業者

等からの贈答品（社会通

念を超えるもの） 

家族等が受領 

職場に持参 配送業者に引取りを依頼 

持参できる 持参できない 

返 送 用 文 書 を 添 付

し、送付元へ返送 

「贈答品処理報告書」

を作成し、所属に報告 

直接返却する 返送する（送料は原則送付元負担）

返送用文書を添付し、

配送業者に引き渡す  

引取りをしてもらえる

返 送 用 文 書 を 添 付

し、送付元へ返送 

送付元に連絡し、引

取りを依頼 
総務担当補佐（総括主査）、教頭等が対応

引取りをしてもらえない

・利害関係者以外の事業者

等からの贈答品（社会通

念を超えないもの） 

贈答品が届いた場合 

返 送 用 文 書 を 手 交

し、送付元に返却 

・課長補佐級及び教頭級以上

・1件5千円超 

｢贈与等報告書」

を所属に提出 



返送用文書例 

 

 

拝 啓  時 下 ま す ま す ご 清 祥 の こ と と お 喜 び 申 し 上 げ ま す 。  

 日 頃 か ら 、 大 阪 府 の 教 育 の 充 実 に ご 理 解 、 ご 協 力 を 賜 り

厚 く お 礼 申 し 上 げ ま す 。  

 さ て 、 先 日 、（ 当 所 属 職 員 ○ ○ ○ ○ に 対 し ま し て 、） 贈 答

品 を 送 付 い た だ き ま し た が 、 大 阪 府 教 育 委 員 会 に お き ま し

て は 、 綱 紀 保 持 指 針 に よ り 、 中 元 、 歳 暮 、 餞 別 な ど い か な

る 名 目 で あ っ て も 、 職 員 が 職 務 上 の 利 害 関 係 者 か ら 金 銭 、

物 品 等 を 受 け 取 る こ と な ど を 禁 止 し て お り ま す 。  

 つ き ま し て は 、 送 付 い た だ い た 品 物 を 大 阪 府 教 育 委 員 会

の 規 定 に 従 っ て 、返 送 さ せ て い た だ き ま す（ ま し た ）の で 、

事 情 を ご 賢 察 の 上 、ご 理 解 の 程 よ ろ し く お 願 い い た し ま す 。 

敬 具  

 

平 成   年   月   日  
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所 属 ・ 職  氏  名   

（ 又 は 所 属 名 ）  


